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平
成
三
十
年
十
一
月
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六
日
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時
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大
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麻

生

太

郎

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
生
活
保
護
受
給
者
等
の
遺
骨
が
庁
舎
内
に
長
期
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
生
活
保
護
受
給
者
等
の
遺
骨
が
庁
舎
内
に
長
期
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
不
適
切
な
保
管
例
」
及
び
「
国
と
し
て
の
一
定
の
考
え
方
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は

な
い
が
、
行
旅
病
人
及
行
旅
死
亡
人
取
扱
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
七
条
第
一
項
又
は
墓
地
、
埋
葬
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
死
亡
者
に
つ
い
て
は
、
市
町
村

に
お
い
て
そ
の
死
体
の
埋
葬
又
は
火
葬
等
が
行
わ
れ
る
も
の
と
考
え
て
お
り
、
お
尋
ね
の
調
査
等
を
行
う
こ
と
は
考
え
て
い

な
い
。


